
現行計画における施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施策分野における主な内容 

乳
幼
児
期
・
学
齢
期 

(1) 発達相談・早期療育 ・発達相談体制の充実 ・早期療育体制の充実 

(2) 子育て施策 
・子育て相談体制の充実 ・子育て支援サービスの充実 

・保育園・幼稚園での支援体制の充実 

(3) 教育 ・就学支援体制の充実   ・特別支援教育の推進 ・相談体制の充実 

(4) 放課後等の活動 
・放課後や余暇の過ごし方の充実 

・放課後等デイサービスの充実 

成
人
期
・
高
齢
期 

(5) 働くこと・日中活動 

・働く機会，相談の充実 

・多様な障害特性に応じた日中活動場所の整備 

・福祉施設で働く障害者の工賃向上 

(6) 余暇・学習活動 
・障害特性に応じた余暇活動支援 

・学習・スポーツなど多様な活動機会の確保 

(7) 住まいの確保 ・障害者グループホーム等の拡充 ・一般住宅への入居支援 

(8) 高齢期の支援 ・高齢障害者に対応したサービス基盤の整備  ・高齢者福祉との連携推進 

Ⅲ 安心して住み続けられる地域の環境づくり 

(1) 障害理解と交流 ・障害者差別解消の推進   ・障害理解の促進と地域交流 

(2) バリアフリーのまちづくり ・誰もが住みやすいバリアフリーのまちづくり ・福祉のまちづくりの推進 

(3) 情報提供 ・障害特性に応じた情報提供体制の整備 ・多様な情報の提供 

(4) 地域ネットワークづくり ・ボランティア活動，地域団体の活性化と協働   ・活動拠点の整備 

(5) 災害時の支援 ・避難支援体制の整備  ・防災対策の充実 ・緊急時の対応体制の強化 

(6) 当事者の参画 ・市政への参画の推進  ・当事者活動への支援 

 

Ⅰ 障害のある方と家族への地域生活の支援 

(1) 相談支援 
・障害特性に応じた相談支援体制の充実 

・総合的・包括的な相談支援体制の整備 ・専門職によるネットワークの形成 

(2) 健康・医療 ・健康づくりの支援   ・地域医療の充実と連携促進 

(3) 移動の支援 ・障害福祉サービスによる外出支援の充実 ・公共交通機関の利用環境の整備 

(4) 経済的支援 ・所得の保障   ・各種制度の情報提供の充実 

(5) 権利擁護 
・虐待防止体制の推進 ・成年後見制度の利用促進 ・人権擁護体制の推進 

・その他 

(6) 障害福祉サービスによる 

生活支援 

・ショートステイ・一時預かりの充実  ・コミュニケーション支援の充実 

・障害状況に応じた補装具・日常生活用具  ・サービスの質の向上 

 ② 福祉人材の育成・確保 ・福祉分野の専門人材育成 

 
③ 医療的ケアが必要な方へ

の支援 
・医療的ケアが必要な障害児・者の地域生活における相談支援 

Ⅱ ライフステージに応じた生涯にわたる切れ目のない支援 

資料７ 

 

（第５回 調布市障害者総合計画策定委員会） 

 

Ⅰ
 

障
害
の
あ
る
方
と
家
族
へ
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地
域
生
活
の
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Ⅱ
 

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
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生
涯
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
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（２）健康づくり・医療的な支援 

 

（１）相談支援 

 

（５）権利の擁護 

 

（４）経済的な支援 

 

（３）移動の支援 

 

（６）障害福祉サービスによる生活支援 

 
（６）- ② 福祉人材の育成・確保 

  
（６）- ③ 医療的ケアが必要な方への支援 

 

乳
幼
児
期
・
学
齢
期 

成
人
期
・
高
齢
期 

（６）余暇・学習活動の支援 

 
（７）住まいの確保の支援 

 （８）高齢期の支援 

10） 

 

（５）働くこと・日中活動の支援 

 

（４）放課後等の活動の支援 

 

（３）教育における支援 

教育の４５） 

 

（２）子育て施策における支援 

 

（１）発達相談・早期療育のための支援 

Ⅲ
 

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る 

地
域
の
環
境
づ
く
り 

（３）情報提供 

 

（５）災害時の支援 

 

（４）地域ネットワークづくり 

 

（１）障害理解と交流 

 
（２）バリアフリーのまちづくり 

 

（６）当事者の参画 

 


